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町の掲示板

　中学校聴講生制度では、須恵中学校や須恵東中
学校の授業に参加し、生徒たちと交流することが
できます。平成 25 年度前期中学校聴講生を次の
とおり募集します。学校や学年、科目は自分にあっ
たものを選ぶことができます。ぜひお申し込みく
ださい。

▼対象者　町内在住の成人者

▼聴講期間　平成 25 年４月～平成 25 年 10 月

▼聴講料　無料（学習に必要な教材費などは実費）

▼申込み期間　３月 15 日（金）～４月 12 日（金）

▼申込み方法　子ども教育課に備え付けの申込書
に記入し、窓口に提出してください。

▼その他　聴講開始前に説明会を行います。

子ども教育課
☎932-1459（ダイヤルイン）☎932-1151（内線245）

平成25年度聴講生募集

　総務省統計局と福岡県では、毎月、労働力調査
を実施しています。
　労働力調査は、我が国の失業率や雇用の実態を
明らかにする重要な統計調査であり、政府や都道
府県の雇用・失業対策のために不可欠な資料とし
て活用されています。
　調査対象は、無作為に選定されます。統計調査
員が調査票の配布に伺いますので、調査へのご回
答をお願いいたします。

総務省統計局 ･ 福岡県

まちづくり課　
☎932-1153（ダイヤルイン）☎932-1151（内線344番）

労働力調査にご協力を
雇用対策に欠かせない調査です。

　高齢者の自動車運転免許証の更新時の「高齢者
運転免許証更新バス送迎」を行なっています。
　毎月１回、高齢者講習を受講された人を対象に、
福岡試験場までの無料送迎を行います。免許証更
新の際は、どうぞご利用ください。
▶利用資格　町内に居住し、高齢者講習を受講さ

れた人（70 歳以上）
▶平成25年度バス送迎予定日（毎月第２火曜日）

４月９日・５月 14 日・６月 11 日・７月９日・
８月13日・９月10日・10月８日・11月12日・
12 月 10 日・平成 26 年１月 14 日・２月 12 日・
３月 11 日

▶申込み方法　総務課、博多の森ドライバーズス
クール、はかた自動車教習所に設置する申込用
紙に必要事項を記入のうえお申し込みくださ
い。

▶申込み期限　バス利用日の前月末日
▶集合場所・時間　須恵町役場東側（ATM 側）

駐車場　14 時 15 分

総務課
☎932-1152（ダイヤルイン）☎932-1151（内線322番）

高齢者運転免許証更新
バス送迎のご案内

町
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３月の納税
国民健康保険税・10期分
後期高齢者医療保険料・９期分

人　口

世帯数

２万7038人（－11）
男性：１万3197人（－３）　女性：１万3841人（－８）

１万450戸（－１）
平成25年１月31日現在（　）＝前月比

　計量法に基づき、はかりの定期検査を実施しま
す。はかりを取引・証明に使用されている人は必
ず受検して下さい。検査の対象は商店や事業所で
取引や証明用に使用している「はかり・分銅・お
もり」です。大型のはかり（ひょう量が 300㎏を
超えるもの）の検査につきましては問合せ先まで
ご連絡下さい。

▼ 日　時　４月 15 日（月）10 時～ 12 時、13 時
～ 15 時

▼会　場　カルチャーセンター
▼問合せ先　（社）福岡計量協会

　☎ 939-2945

建設産業課
☎932-1438（ダイヤルイン）☎932-1151（内線223番）

はかりの定期検査を行います

　これまで、町税【町県民税（普通徴収）・固定
資産税・軽自動車税・国民健康保険税（普通徴収）】
を口座振替で納付していただいている人には、口
座振替領収済通知書のハガキを毎年発行していま
したが、平成 24 年 5 月末振替分からは省資源化、
事務経費削減などの推進のため廃止しました。
　振替結果については、通帳を記帳していただき、
ご確認をお願いします。
　なお、軽自動車税については車検用の納税証明
書を、口座分納分については口座振替領収書を、
従来どおり発行します。

税務課
☎932-1459（ダイヤルイン）☎932-1151（内線130）

町税の口座振替
領収済通知書の廃止について

　平成 25 年度の固定資産縦覧帳簿の縦覧と、課
税台帳の閲覧を次のとおり行います。
▶期　日
・縦覧　４月１日（月）～５月 31 日（金）（土日

祝日は除く）
・閲覧　４月１日（月）～（土日祝日は除く）
▶時　間　９時～ 17 時
▶場　所　税務課
▶その他
・縦覧や閲覧ができる人は、固定資産税納税者な

どに限られます。
・納税者本人以外が申請するときは、本人からの
委任状が必要です。

・来庁者本人が確認できる運転免許証などの書類
が必要です。

▶縦覧・閲覧の役割
・土地または家屋を所有する納税者は、縦覧帳簿

で、所有する固定資産と同一区内にある土地の
評価額または家屋の評価額とを、比較すること
ができます。

・課税台帳の閲覧で、所有する固定資産（土地、
家屋、償却資産）を確認することができます。

税務課
☎932-1495（ダイヤルイン）☎932-1151（内線136番）

固定資産の縦覧と閲覧を行います

料金は下記の通りです。

※使用時には須恵町民と証明できるものが必要で
す。

詳しくは、社会教育課までお問合せください。

社会教育課
☎934-0030

アクシオン福岡が須恵町民料金で
利用できます！

トレーニング室 プール

大 　 人 200 円 200 円

中 高 生 70 円 100 円

小学生以下 利用できません 50 円

●音訳テープ
　○社協だより　「わかみず」
　○広　　報　「すえまち」
　○議会広報　「議会だより」
　○共生のまちづくり　「ボランティアだより」

社会福祉協議会
☎933-2160

貸し出します！




